
2022 年４月１日更新 

 

岐阜県宿泊事業者等 

ワクチン・検査パッケージ登録事務局 Q&A 
 

 【制度に関すること】 

Ｑ1.「ワクチン・検査パッケージ制度」とはなにか。 

Ａ1. 

「ワクチン・検査パッケージ制度」は、感染拡大を防止しながら、日常生活や社会経済 

活動を維持できるよう、ワクチン接種歴又は陰性の検査結果を活用し感染リスクを低減 

させ、将来の緊急事態措置やまん延防止等重点措置の指定時等において、行動制限が行われ

ている中、 飲食やイベント、人の移動の各分野における 行動制限の緩和を可能とするもの

です。ただし、感染が急速に拡大し、医療提供体制のひっ迫が見込まれる場合などは、政府

又は県の判断により、制度を適用せず、強い行動制限を要請することがあります。 

 

Q2.観光事業における「ワクチン・検査パッケージ制度」の適用はどうなるのか。 

A2. 

ツアーや宿泊施設へのワクチン・検査パッケージ制度の適用については、観光庁において策

定された「旅行・宿泊業におけるワクチン・検査パッケージ運用ガイドライン」に従った運

営をしていただく必要があり、観光庁が実施する令和４年１月１日以降に実施する地域観

光事業支援（令和３年 11 月 19 日以降、隣接県へ支援対象を拡大する場合も含む。）や新た

な GoTo トラベル事業（以下「キャンペーン」という。）の適用を受けるためには、「ワクチ

ン・検査パッケージ制度」の活用が前提となります。 

※ 岐阜県では地域観光事業支援を「ほっと一息、ぎふの旅」キャンペーンとして実施して

います。 

 

Ｑ3.宿泊施設は必ず登録しなくてはいけないのか。登録しないと不利益があるか。 

Ａ3. 

「ワクチン・検査パッケージ制度」の活用は義務ではありませんが、岐阜県が実施するキャ

ンペーンの適用を受けるためには、登録が必要です。また、キャンペーンの適用と関係ない

場合でも、「ワクチン・検査パッケージ」の名称を用いて活用する場合は、登録が必要です。 

ただし、民間事業者がツアーや宿泊施設の利用にあたり、旅行者の接種歴や検査結果を活用

することは自由であり、「ワクチン・検査パッケージ制度」の活用を義務づけるものではあ



りません。その場合は、登録も必要ありません。 

Ｑ4.「ワクチン・検査パッケージ制度」は宿泊施設にとって、どういうメリットがあるのか？ 

Ａ4.  

「ほっと一息，ぎふの旅」キャンペーンの適用を受ける旅行商品の販売及び宿泊サービスの

提供を行うことができます。 

宿泊事業者がＯＴＡ・旅行会社を通じて割引を適用する場合も、ワクチン・検査パッケージ

の登録が必要です。 

 

 【事業者登録に関すること】 

Q5.登録にあたっての要件は。 

A5. 

新型コロナ対策実施店舗向けステッカー（ミナモステッカー）の交付を受けており、かつ、

ＧｏＴｏトラベル事業に登録済の旅行業者・宿泊施設が対象です。 

詳しくは、https://www.pref.gifu.lg.jp/page/191939.html をご覧ください。 

 

Q6.登録期間はありますか。 

A6. 

登録については、随時受付します。登録時期によっては宿泊割引の適用開始が遅れる可能性 

がありますので、早めにご登録ください。 

 

Q7.登録にかかる時間はどれくらいですか。 

A7.  

対象事業者要件を満たしていれば、事務局にて登録申請書を受理後、1 週間程度で登録が可

能です。 

 

Q8.登録の完了はどのように確認できますか。 

A8. 

提出書類確認の完了後、順次ステッカーを送付します。ステッカーの受領をもって登録完了

になります。 

登録事業者はホームページで公表しています。 

 

 

 

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/191939.html


Q9.GOTO トラベル事業には参画していない。キャンペーンに参画したいため、岐阜県ワク

チン検査パッケージに登録したいがどうすればいいですか。 

（例：2021 年（GOTO トラベル事業停止後）新規オープン宿泊施設等） 

A9. 

GOTO トラベル事業へ登録済であることを要件としています。GOTO トラベル事業への参

画がまだでしたら、GOTO トラベル事業に登録をお願い致します。  

 

Q10.登録事業者はどこで分かりますか。 

A10. 

下記ページにてご確認ください。 

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/191939.html 

 

Q11.ミナモステッカーを持っていないのですがどうすればいいですか。 

A11.  

ミナモステッカーの取得の為、下記ページをご確認いただき、申請をお願いします。 

https://www.pref.gifu.lg.jp/site/covid19/27741.html 

 

Ｑ12 まだミナモステッカーを持っていないが、いつから「ワクチン・検査パッケージ制度」

に登録できるのか。 

Ａ12. 

まず、ミナモステッカーの申し込みをお願いします。 

申し込み中であれば、登録を行うことができます。その旨事務局へ連絡してください。 

 

Ｑ13.店舗の移転等により、登録内容に変更がある場合はどうすればいいか。 

Ａ13. 

登録内容の変更の手続きを行いますので、コールセンターにご連絡ください。 

 

 

 【制度の運用に関すること】 

Q14.制度の概要について 

A14. 

下記の文書等に従った運用をお願いします。 

・ワクチン・検査パッケージ制度要綱（令和 3 年 11 月 19 日） 

 https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_r_031119_1.pdf  

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/191939.html
https://www.pref.gifu.lg.jp/page/191939.html
https://www.pref.gifu.lg.jp/site/covid19/27741.html
https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_r_031119_1.pdf


・ワクチン・検査パッケージ制度の実施に係る留意事項について（令和 3 年 11 月 19 日） 

 https://corona.go.jp/package/assets/pdf/jimu_ryuuijikou.pdf 

 

・観光庁 旅行業・宿泊業におけるワクチン・検査パッケージ運用ガイドライン（令和３

年 11 月 19 日） 

  https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001442240.pdf 

 

Q15.修学旅行は対象となるのか。 

A15. 

学校等の活動については、「ワクチン・検査パッケージ」の活用は不要です。 

「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」等を踏まえた対

応を引き続き行う必要があります。 

※ 学校等とは幼稚園、幼保認定型こども園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中

等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校並びに専修学校及び各種学校をいう。 

※ 修学旅行は、学校教育活動の一環であるため適用外 

 

Q16.身分証明書とは何を指すか。 

A16. 

原則、マイナンバーカード、運転免許証等の公的証明書で確認をお願いしますが、健康保険

証や学生証でも可としています。 

 

Q17.12 歳未満の児童について 

A17. 

12 歳未満の児童の本人確認又は年齢確認は、自己申告、保護者による申告又は健康保険証

等で行ってください。 

未就学児（概ね 6 歳未満）及び、感染が落ち着いている場合は、12 歳未満の方についても、

同居する親等の監護者が同伴する場合には検査が不要です。 

 

Q18.3 回目接種済の場合、接種済み証は 3 回目のもののみの指示で良いか。 

3 回目接種済の場合、接種からの経過期間はいつからか。 

A18. 

3 回目接種済の場合は、接種済み証、３回目のもののみで可能です。 

経過期間については、３回目接種済み者が一定程度に達するまで、３回目接種済の確認で可

能です（３回接種済みの場合は「利用者が２回目接種を完了していること。２回目接種日か

ら 14 日経過していること。」が満たされています。）。 

https://corona.go.jp/package/assets/pdf/jimu_ryuuijikou.pdf
https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001442240.pdf


 

Q19.電子化されたワクチン接種証明書の活用は可能か。 

A19. 

可能です。 

 

Q20.検査結果通知書はメールなどの電子媒体でも可能か。 

A20. 

可能です。（検査機関が発行する書面のほか、メール等によることも可能） 

 

Q21.宿泊施設での検査は可能か。 

A21. 

「ワクチン・検査パッケージ制度」及び無料検査に関するコールセンターへ相談してください。 

 https://www.pref.gifu.lg.jp/site/covid19/192870.html 

 ０５７０－０５５－５２３（岐阜県新型コロナウイルス感染症対策支援コールセンター） 

  時間：１０：００～１８：００（土日祝日を含む） 

 

Q22.館内に飲食店営業許可及び喫茶店営業許可を持つ店舗があるが「飲食店等におけるワ

クチン・検査パッケージ制度」の登録が必要か。 

A22. 

必要です。 

詳しくは「ワクチン・検査パッケージ制度」及び無料検査に関するコールセンターへ相談し

てください。 

https://www.pref.gifu.lg.jp/site/covid19/192870.html 

 ０５７０－０５５－５２３（岐阜県新型コロナウイルス感染症対策支援コールセンター） 

  時間：１０：００～１８：００（土日祝日を含む） 

 

Ｑ23.登録をした後に辞退することは可能か。 

Ａ23. 

辞退いただくことは可能です。その場合、登録を取り消す手続きを行いますので、 コール

センターにご連絡ください。 

 

Q24. 

宿泊施設内に飲食店があり、「飲食店等におけるワクチン検査パッケージ」の通知が届いて

いるが、両方の登録をしないといけないのか。 

 

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/191939.html
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A24. 

飲食店等におけるワクチン検査パッケージと宿泊施設事業者等におけるワクチン検査パッ

ケージは異なりますので、別々での申請が必要になります。 

 

Ｑ25.接種証明、検査結果通知書を忘れた人に対しての対応は。 

Ａ25. 

割引を受けることはできませんので、忘れた人に対しては検査を受けていただく必要があ

ることをお伝えいただくか、割引の対象外としていただく必要があります。 

 

Ｑ26.「ワクチン・検査パッケージ制度」は、ワクチンを打たない人へのハラスメントに繋

がるのではないか 。また、同制度を活用しない人は割引を受けることができない不利益を

被るため、制度の導入をやめるべきではないか 。 

Ａ26. 

「ワクチン・検査パッケージ制度」は、ワクチン接種歴のほか、陰性の検査結果の活用で制

限の緩和を受けることができる制度のため、将来の副作用の懸念を含む健康上の理由等で

ワクチンの接種を受けることができない方にも、検査により「ワクチン・検査パッケージ制

度」を活用していただけます。 

なお 、同制度は、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく法定受託事務のため、国

の方針に基づき実施しているものであり、県の判断で制度の導入をやめることはできませ

ん 。今後とも、本県にとって効果的な運用となるよう、国とも連携しながら進めていきま

す。 

 

Ｑ27.利用者が無料検査を受けたいと言った場合、どこを案内すればよいか。 

Ａ27. 

「ワクチン・検査パッケージ制度」登録店等の利用者のうち、健康上の理由等でワクチン接

種ができない方が 無料検査を受けられる薬局等の検査機関については県ホームページで

公表しております。 

詳しくは「ワクチン・検査パッケージ制度」及び無料検査に関するコールセンターへ相談し

てください。 

https://www.pref.gifu.lg.jp/site/covid19/192870.html 

 ０５７０－０５５－５２３（岐阜県新型コロナウイルス感染症対策支援コールセンター） 

  時間：１０：００～１８：００（土日祝日を含む） 

 

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/191939.html

